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吉村典久教授略歴・主要業績

吉
村
典
久
教
授
略
歴

学
籍
及
び
職
歴

一
九
五
九
年　
　

奈
良
県
生
ま
れ

一
九
八
三
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
八
五
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
修
士
課
程
修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
八
五
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
博
士
課
程
入
学

一
九
八
六
年　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
博
士
課
程
入
学

一
九
八
八
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
学
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
（
単
位
互
換
制
度
に
よ
る
）

一
九
八
九
年　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
博
士
課
程
退
学

一
九
九
〇
年　
　

専
修
大
学
法
学
部
講
師
（
専
任
）

一
九
九
二
年　
　

専
修
大
学
法
学
部
助
教
授

二
〇
〇
〇
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

二
〇
〇
四
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
助
教
授
兼
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授

二
〇
〇
七
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授
兼
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
八
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員

二
〇
一
〇
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
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学
内
委
員
歴

二
〇
〇
一
年　
　

大
学
通
信
教
育
部
学
習
指
導
副
主
任
（
～
二
〇
〇
七
年
）

二
〇
〇
七
年　
　

大
学
学
生
総
合
セ
ン
タ
ー
副
部
長
（
三
田
支
部
）（
～
二
〇
〇
九
年
）

そ
の
他
、
法
科
専
門
大
学
院
（
仮
称
）
開
設
準
備
室
員
、
三
田
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
評
議
会
委
員
、
法
学
部
図
書
委
員
会
委
員
、
大
学

院
高
度
化
推
進
小
委
員
会
委
員
、
学
事
振
興
資
金
研
究
科
枠
検
討
委
員
会
委
員
、
先
導
研
究
セ
ン
タ
ー
人
事
委
員
（
現
Ｋ
Ｇ
Ｒ
Ｉ
拡
大

人
事
委
員
）、
法
学
研
究
所
委
員
、
安
全
保
障
輸
出
管
理
委
員
会
委
員
等
を
歴
任

学
外
委
員
歴

一
九
九
二
年　
　

埼
玉
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師
（
～
一
九
九
四
年
）

一
九
九
二
年　
　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
及
び
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
～
一
九
九
五
年
）

一
九
九
三
年　
　

関
東
学
園
大
学
法
学
部
及
び
経
済
学
部
非
常
勤
講
師
（
～
一
九
九
六
年
）

一
九
九
四
年　
　

税
務
大
学
校
研
究
科
講
師
（「
論
文
指
導
」
担
当
）（
～
一
九
九
五
年
）

一
九
九
六
年　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
租
税
法
研
究
所
客
員
研
究
員
（
～
一
九
九
七
年
）

一
九
九
八
年　
　

國
學
院
大
学
法
学
部
兼
任
講
師
（
～
二
〇
〇
〇
年
）

一
九
九
八
年　
　

租
税
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
〇
一
年　
　

東
京
都
港
区
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
一
年　
　

税
務
大
学
校
本
科
研
修
講
師
（「
租
税
法
通
論
」
担
当
）（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
二
年　
　

法
務
省
大
臣
官
房
租
税
訟
務
課
調
査
員
（
非
常
勤
職
員
）（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
二
年　
　

税
務
大
学
校
専
科
研
修
講
師
（「
租
税
法
通
論
」
担
当
）（
～
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
〇
三
年　
　

国
税
庁
税
理
士
試
験
試
験
委
員
（
～
二
〇
〇
六
年
）

二
〇
〇
四
年　
　

財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
研
修
部
財
務
理
論
研
修
講
師
（「
税
制
概
論
」
担
当
）（
～
二
〇
一
〇
年
）
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二
〇
〇
五
年　
　

公
認
会
計
士
試
験
試
験
委
員
（「
租
税
法
」
担
当
）（
～
二
〇
〇
九
年
）

二
〇
一
〇
年　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ケ
ル
ン
大
学
法
学
部
租
税
法
研
究
所
客
員
研
究
員
（
～
二
〇
一
二
年
）

二
〇
一
二
年　
　

税
務
大
学
校
専
科
研
修
講
師
（「
租
税
法
通
論
」
担
当
）（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
三
年　
　

明
治
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師
（
～
二
〇
一
四
年
）

二
〇
一
三
年　
　

国
税
審
議
会
委
員
（
国
税
審
査
分
科
会
・
酒
類
分
科
会
）（
～
二
〇
二
三
年
）

二
〇
一
三
年　
　

公
認
会
計
士
試
験
試
験
委
員
（「
租
税
法
」
担
当
）（
～
二
〇
一
七
年
）

二
〇
一
四
年　
　

財
団
法
人
租
税
資
料
館
研
究
助
成
等
選
考
委
員
（
～
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
六
年　
　

財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
研
修
部
財
務
理
論
研
修
講
師
（
～
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
七
年　
　

明
治
大
学
商
学
部
・
同
大
学
院
商
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
（
～
二
〇
一
九
年
）

二
〇
一
七
年　
　

武
蔵
野
大
学
経
済
学
部
客
員
教
授
（
～
二
〇
一
八
年
）

二
〇
一
七
年　
　

日
本
税
理
士
会
連
合
会
税
制
審
議
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
八
年　
　

復
興
庁
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
外
部
有
識
者
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
八
年　
　

公
認
会
計
士
試
験
試
験
委
員
（
租
税
法
担
当
）（
～
二
〇
二
四
年
）

二
〇
一
九
年　
　

復
興
庁
入
札
等
監
視
委
員
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
九
年　
　

武
蔵
野
大
学
客
員
教
授
（
称
号
）
及
び
武
蔵
野
大
学
経
営
研
究
所
客
員
研
究
員
（
現
在
に
至
る
）

二
〇
一
九
年　
　

租
税
法
学
会
理
事
長
代
行
（
二
〇
二
二
年
）

二
〇
一
九
年　
　

財
団
法
人
租
税
資
料
館
理
事

二
〇
二
一
年　
　

国
税
庁
税
理
士
試
験
試
験
委
員
（
～
二
〇
二
三
年
）

二
〇
二
二
年　
　

国
税
庁
国
税
審
議
会
酒
類
分
科
会
長
（
～
二
〇
二
三
年
）

二
〇
二
四
年　
　

千
葉
商
科
大
学
大
学
院
会
計
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
研
究
科
客
員
教
授
（
現
在
に
至
る
）
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吉
村
典
久
教
授
主
要
業
績

一　

書
籍

『
現
代
税
法
の
基
礎
知
識
』
共
著
（
ぎ
ょ
う
せ
い　

一
九
九
六
年
（
第
一
版
）
～
二
〇
一
一
年
（
二
三
年
度
改
正
対
応
版
））

『
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
創
業
を
成
功
さ
せ
る
カ
ギ
』
共
著
（
東
京
教
育
情
報
セ
ン
タ
ー　

二
〇
〇
三
年
）

『
基
礎
か
ら
学
ぶ
現
代
税
法
』
共
著
（
財
経
詳
報
社　

二
〇
一
三
年
（
第
一
版
）
～
二
〇
二
三
年
（
第
五
版
））

『V
errechnungspreis in der internationalen D

iskussion

』（H
rsg. Funda Basaran Y

A
V

A
SLA

R

）
共
著
（M

A
RM

A
RA

 
U

N
IV

ERSIT
ESI Y

A
Y

IN
EV

I 2013
）

『T
ransfer P

ricing in International D
iscussion

』（Ed. Funda Basaran Y
A

V
A

SLA
R

）

共

著
（M

A
RM

A
RA

 
U

N
IV

ERSIT
ESI Y

A
Y

IN
EV

I 2013

）

二　

論
文

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
税
務
調
査
」（
日
税
研
論
集
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
九
号
（
一
九
八
九
年
）
二
三
五
―
三
五
二
頁
）

「
所
得
控
除
と
応
能
負
担
原
則
」
所
収
：『
所
得
課
税
の
研
究
』（
有
斐
閣　

一
九
九
一
年
）
二
三
五
―
二
六
一
頁

「
応
能
負
担
原
則
の
歴
史
的
展
開
」（
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
六
二
巻
一
二
号
（
一
九
九
一
年
）
三
五
三
―
三
七
一
頁
）
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「
日
独
に
お
け
る
寄
付
金
控
除
の
法
的
性
質
と
そ
の
基
準
―
正
当
に
対
す
る
寄
付
金
を
素
材
と
し
て
―
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
一
九

号
（
一
九
九
一
年
）
六
〇
―
八
〇
頁
）

「
恒
久
的
施
設
と
し
て
の
代
理
人
の
概
念
―
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
一
九
九
五
年
大
成
事
件
を
き
っ
か
け
に
―
」
所
収
：『
国
際
課
税
の
理
論

と
実
務
』（
有
斐
閣　

一
九
九
七
年
）
三
八
九
―
四
一
五
頁

「Com
m

ents on the General Rules of T
ransfer-Pricing A

djustm
ents

」
所
収
：K

laus V
ogel

（ed.

）, Interpretation of 
T

ax Law
 and T

reaties and T
ransfer Pricing in Japan and G

erm
any, K

luw
er, 1998, pp.151-153.

「
裁
判
判
決
の
税
務
行
政
に
対
す
る
拘
束
力
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
適
用
通
達
の
問
題
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
一
一
六
四
号
（
一
九

九
九
年
）
一
四
〇
―
一
四
六
頁
）

「T
ax Sparing Credit in Japanese T

ax T
reaties

」（K
eio Law

 Review

（
慶
應
義
塾
大
学
）, N

o.9

（2000

）, pp.（（-（5

）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
判
判
決
の
税
務
行
政
に
対
す
る
一
般
的
拘
束
力
」
所
収
：『
税
法
の
課
題
と
超
克
（
山
田
二
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文

集
）』（
信
山
社　

二
〇
〇
〇
年
）
三
五
九
―
三
八
七
頁

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
租
税
上
の
合
意
に
関
す
る
判
例
の
展
開
」
所
収
：『
公
法
学
の
法
と
政
策
（
金
子
宏
先
生
古
稀
祝
賀
）
上
巻
』（
有
斐

閣　

二
〇
〇
〇
年
）
二
三
九
―
二
六
六
頁

「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
租
税
賦
課
徴
収
手
続
」
所
収
：『
公
法
の
諸
問
題
Ⅴ
（
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
二
五
）』（
二
〇
〇
〇
年
）
五
五

―
一
一
二
頁

「
家
族
関
係
と
所
得
税
―
序
説
―
」
所
収
：『
民
事
法
の
諸
問
題
Ｘ
（
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
二
六
）』（
二
〇
〇
一
年
）
一
一
五
―
一

四
九
頁

「
地
方
に
お
け
る
企
業
課
税
―
ド
イ
ツ
事
業
税
改
革
論
議
か
ら
の
示
唆
―
」（
租
税
法
研
究
（
租
税
法
学
会
）
二
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一

九
―
三
七
頁
）

「
内
縁
関
係
と
所
得
税
」
所
収
：『
民
事
法
の
諸
問
題
Ⅺ
（
専
修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
二
七
）』（
二
〇
〇
二
年
）
一
一
九
―
一
四
〇
頁

「
法
人
税
改
革
の
あ
り
方
」（
税
経
通
信
（
税
務
経
理
協
会
）
五
七
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
五
―
七
〇
頁
）
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「
違
法
支
出
金
の
損
金
算
入
の
可
否
」
所
収
：『
戦
後
重
要
租
税
判
例
の
再
検
証
（
月
刊
税
務
事
例
創
刊
四
〇
〇
号
）』（
財
経
詳
報
社　

二

〇
〇
三
年
）
七
八
―
八
六
頁

「
自
己
株
式
と
み
な
し
譲
渡
・
み
な
し
配
当
課
税
」（
法
律
時
報
（
日
本
評
論
社
）
七
五
巻
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
六
―
四
九
頁
）

「
租
税
法
に
お
け
る
取
引
の
一
体
的
把
握
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
一
二
七
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
三
―
一
〇
七
頁
）

「
納
税
者
の
真
意
に
基
づ
く
課
税
の
指
向
」
所
収
：『
租
税
法
の
基
本
問
題
（
金
子
宏
先
生
喜
寿
祝
賀
）』（
有
斐
閣　

二
〇
〇
七
年
）
二
二

〇
―
二
四
六
頁

「
所
得
控
除
の
意
義
に
つ
い
て
」
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
三
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
六
―
二
一
頁
）

「
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ブ
ン
の
課
税
問
題
」（
租
税
法
研
究
（
租
税
法
学
会
）（
有
斐
閣
）
三
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
七
―
一
〇
四
頁
）

「
課
税
手
続
に
お
け
る
納
税
者
の
防
御
権
保
障
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
論
か
ら
の
示
唆
―
」（（
月
刊
税
務
事
例
（
財
経
詳
報
社
）
四
一

巻
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
七
―
三
四
頁
）

「
給
付
付
き
税
額
控
除
と
所
得
控
除
」（
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
四
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
〇
―
五
五
頁
）

「
公
益
認
定
と
行
政
不
服
審
査
制
度
」（
月
刊
公
益
法
人
（
全
国
公
益
法
人
協
会
）
四
〇
巻
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
―
一
四
頁
）

「
租
税
回
避
否
認
規
定
と
納
税
者
の
保
護
―
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
示
唆
―
」（
税
務
弘
報
（
中
央
経
済
社
）
五
七
巻
一
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）

四
三
―
五
〇
頁
）

「
消
費
税
の
課
税
要
件
と
し
て
の
対
価
性
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
所
収
：『
租
税
法
の
発
展
（
金
子
宏
先
生
傘
寿
祝
賀
）』（
有
斐
閣　

二
〇

一
〇
年
）
三
九
六
―
四
〇
九
頁

「
Ｖ
Ａ
Ｔ
導
入
の
経
緯
」（
税
務
弘
報
（
中
央
経
済
社
）
六
〇
巻
七
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
―
一
一
三
頁
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
続
税
の
歴
史
―
外
国
の
遺
産
取
得
税
（
ド
イ
ツ
）
―
」（
日
税
研
論
集
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
六
一
号
（
二

〇
一
一
年
）
二
〇
九
―
二
六
三
頁
）

「
租
税
協
調
と
租
税
競
争
と
の
間
で
揺
れ
る
法
人
税
の
税
率
論
議
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
法
人
税
率
の
国
際
的
調
和
は
な
さ
れ
う
る
の

か
？
―
」（
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
六
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
八
―
四
五
頁
）
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「
租
税
法
規
の
伝
統
的
な
解
釈
方
法
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
圏
に
お
け
る
厳
格
解
釈
ア
プ
ロ
ー
チ
の
分
析
―
」
所
収
：

『
租
税
の
複
合
法
的
構
成
―
村
井
正
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
―
』（
清
文
社　

二
〇
一
二
年
）
六
四
三
―
六
九
〇
頁

「
仮
想
世
界
（virtual w

orld

）
と
課
税
（
一
）」（
租
税
研
究
（
日
本
租
税
研
究
協
会
）
七
六
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
六
―
二
七
一

頁
）

「
直
接
バ
ー
タ
ー
取
引
に
か
か
る
所
得
税
の
課
税
問
題
」
所
収
：『
租
税
法
と
市
場
』（
有
斐
閣　

二
〇
一
四
年
）
二
七
三
―
二
九
七
頁

「
地
方
団
体
の
財
源
確
保
に
向
け
て
の
地
方
税
財
政
改
革
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
地
方
団
体
の
自
主
財
政
主
義
の
模
索
と
そ
の
限
界
―
」（
租

税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
四
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
―
二
〇
頁
）

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
納
税
者
番
号
制
度
」（
日
税
研
論
集
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
六
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
五
五
―
一
八
二
頁
）

「
消
費
税
の
改
正
―
軽
減
税
率
制
度
と
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
導
入
の
衝
撃
―
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
一
四
九
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
二

六
―
三
一
頁
）

「
間
接
バ
ー
タ
ー
取
引
に
係
る
所
得
税
の
課
税
問
題
―
ポ
イ
ン
ト
取
得
時
に
お
け
る
課
税
問
題
と
ポ
イ
ン
ト
評
価
―
」（
税
研
（
日
本
税
務

研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
九
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
―
二
六
頁
）

「
通
貨
と
租
税
」
所
収
：『
現
代
租
税
法
講
座
』
第
二
巻
『
家
族
・
社
会
』（
日
本
評
論
社　

二
〇
一
七
年
）
三
一
一
―
三
二
八
頁

「
租
税
法
に
お
け
る
類
推
―
最
判
平
成
一
九
年
一
月
二
三
日
の
分
析
―
」
所
収
：『
公
法
の
理
論
と
体
系
思
考
―　
木
村
弘
之
亮
先
生
古
稀

記
念
―
』（
信
山
社　

二
〇
一
七
年
）
三
七
―
六
〇
頁

「
税
制
改
正
大
綱
を
評
価
す
る
―
個
人
所
得
課
税
―
」（
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
九
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
一
―
四
七

頁
）

「
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
は
二
一
世
紀
日
本
の
租
税
法
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
か
―
純
粋
借
用
概
念
論
批
判
―
」
所
収
：『
租
税
法
と
民
法
』（
有

斐
閣　

二
〇
一
八
年
）
一
四
五
―
一
六
七
頁

「
増
島
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
四
六
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
四
―
八
七
頁
）

「
租
税
平
等
主
義
（
憲
法
一
四
条
）」（
日
税
研
論
集
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
七
七
号
『
憲
法
と
租
税
法
』（
二
〇
二
〇
年
）
一
―
三
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八
頁
）

「
租
税
負
担
配
分
の
規
準
と
し
て
の
人
頭
税
方
式
の
検
討
」（
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
二
一
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
六
―
二

六
頁
）

「
浅
妻
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
五
二
号
（
二
〇
二
四
年
）
三
七
―
三
九
頁
）

「
制
定
法
解
釈
に
お
け
る
議
会
議
事
録
の
参
照
―
イ
ギ
リ
ス
のPepper v. H

art

事
件
判
決
の
分
析
―
」
所
収
：『
中
里
実
先
生
古
稀
祝

賀
記
念
論
文
集　

市
場
・
国
家
と
法
』（
有
斐
閣　

二
〇
二
四
年
）
一
〇
五
―
一
二
四
頁

三　

翻
訳

「
フ
ラ
ン
ス
租
税
手
続
法
典
（
邦
訳
）
一
～
五
（
完
）」（
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
五
四
号
二
四
三
―
二
六
一
頁
（
一
）、
専
修
法
学

論
集
（
専
修
大
学
）
五
七
号
二
五
七
―
二
七
八
頁
（
二
）、
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
五
八
号
二
五
三
―
二
七
四
頁
（
三
）、
専

修
大
学
法
学
研
究
所
紀
要
（
専
修
大
学
）
二
〇
号
一
三
七
―
一
五
六
頁
（
四
）、
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
六
三
号
一
六
七
―

一
七
七
頁
（
五
・
完
）（
一
九
九
〇
～
一
九
九
五
年
））

「
続
フ
ラ
ン
ス
租
税
手
続
法
典
（
邦
訳
）
行
政
立
法
の
部
デ
ク
レ
編　

一
～
三
（
完
）」（
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
七
三
号
一
五
七

―
一
七
一
頁
（
一
）、
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
七
六
号
六
一
―
七
一
頁
（
二
）、
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
七
七
号
一
二

七
―
一
五
六
頁
（
三
・
完
）（
一
九
九
八
～
一
九
九
九
年
））

「
続
々
フ
ラ
ン
ス
租
税
手
続
法
典
（
邦
訳
）
行
政
立
法
の
部
ア
レ
テ
編
」（
専
修
法
学
論
集
（
専
修
大
学
）
七
八
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
一

九
―
一
四
四
頁
）
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四　

判
例
評
釈

「
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
和
二
五
年
九
月
一
五
日
判
決
」
斎
藤
和
夫
＝
吉
村
典
久
共
著
（
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
五
七
巻
一
号

（
一
九
八
四
年
）
一
一
四
―
一
一
八
頁
）

「
静
岡
地
裁
昭
和
六
〇
年
三
月
一
四
日
判
決
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
八
六
三
号
（
一
九
八
五
年
）
一
〇
七
―
一
〇
九
頁
）

「
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
元
年
二
月
七
日
判
決
（
総
評
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
訴
訟
事
件
判
決
）」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
九
八
三
号
（
一

九
九
一
年
）
一
二
九
―
一
三
一
頁
）

「
最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
五
年
二
月
一
八
判
決
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
九
九
三
号
（
一
九
九
二
年
）
二
〇
七
―
二
〇
九
頁
）

「
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
四
年
二
月
一
八
日
判
決
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
二
一
号
（
一
九
九
三
年
）
二
四
八
―
二
五
〇
頁
）

「
東
京
地
裁
平
成
四
年
三
月
一
〇
日
判
決
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
二
二
号
（
一
九
九
四
年
）
一
四
九
―
一
五
一
頁
）

「
名
古
屋
高
裁
平
成
四
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
」（
租
税
法
研
究
（
有
斐
閣
）
二
三
号
（
一
九
九
五
年
）
一
六
六
―
一
六
七
頁
）

「
東
京
地
裁
平
成
一
四
年
三
月
二
六
日
判
決
」（『
平
成
一
四
年
度
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い　

二
〇
〇
三
年
）
九
三
―
一
〇
三

頁
）

「
最
高
裁
昭
和
六
二
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
四
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
七
八
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
〇
五

年
）
三
六
―
三
七
頁
）

「
最
高
裁
平
成
四
年
二
月
一
八
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
四
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
七
八
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
〇
五
年
）

二
一
六
―
二
一
七
頁
）

「
東
京
高
裁
平
成
一
六
年
一
月
二
八
日
判
決
」（『
平
成
一
六
年
度
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い　

二
〇
〇
六
年
）
一
〇
一
―
一
一

〇
頁
）

「
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
一
七
年
一
二
月
一
九
日
判
決
」（『
平
成
一
七
年
度
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い　

二
〇
〇
七
年
）
一

一
三
―
一
二
五
頁
）
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「
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
一
八
年
一
月
二
四
日
判
決
」（『
平
成
一
八
年
度
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い　

二
〇
〇
八
年
）
一
四

四
―
一
五
四
頁
）

「
福
岡
高
裁
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
一
日
判
決
」（『
最
新
租
税
判
例
六
〇
』
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
四
八
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
九
頁
）

「
最
高
裁
昭
和
六
二
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
〇
七
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
一
一

年
）
三
六
―
三
七
頁
）

「
最
高
裁
平
成
四
年
二
月
一
八
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
五
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
〇
七
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
一
一
年
）

二
〇
八
―
二
〇
九
頁
）

「
広
島
高
裁
平
成
二
六
年
九
月
一
七
日
判
決
」（
ジ
ュ
リ
ス
ト
（
有
斐
閣
）
一
四
九
二
号
『
平
成
二
七
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
二
〇
一
六

年
）
一
九
一
―
一
九
二
頁
）

「
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
六
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
二
八
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
一
六
年
）

一
四
―
一
五
頁
）

「
最
高
裁
平
成
四
年
二
月
一
八
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
六
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
二
八
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
一
六
年
）

二
一
八
―
二
一
九
頁
）

「
最
高
裁
平
成
二
九
年
一
二
月
一
五
日
判
決
」（『
最
新
租
税
基
本
判
例
七
〇
』
税
研
（
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
二
〇
八
号
（
二
〇
一

九
年
）
五
七
―
六
〇
頁
）

「
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
六
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
七
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
五
三
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
二
一
年
）

一
四
―
一
五
頁
）

「
最
高
裁
平
成
四
年
二
月
一
八
日
判
決
」（『
租
税
判
例
百
選
（
第
七
版
）（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
二
五
三
号
）』（
有
斐
閣　

二
〇
二
一
年
）

二
二
二
―
二
二
三
頁
）
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五　

そ
の
他

「
書
評
：
ロ
マ
ン
＝
ゼ
ー
ア
著
『
租
税
手
続
に
お
け
る
合
意
』」（
専
修
大
学
法
学
研
究
所
所
報
（
専
修
大
学
）N

o.22

（
二
〇
〇
一
年
）
一

四
―
一
九
頁
）

「
法
科
大
学
院
構
想
と
租
税
法
教
育
」（『
財
団
法
人
租
税
資
料
館
10
年
の
歩
み
』（
二
〇
〇
一
年
）
九
八
―
九
九
頁
）

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
課
税
が
引
き
起
こ
す
問
題　

電
子
商
取
引
の
拡
大
で
、
破
綻
す
る
伝
統
税
制
の
原
則
」（Internet M

agazine

（Im
press

社
）
八
五
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
〇
―
一
五
一
頁
）

「
特
別
座
談
会　

税
制
構
造
改
革
の
理
論
と
実
際
―
21
世
紀
の
税
体
系
対
談
（
神
野
直
彦
、
吉
村
典
久
、
渋
谷
雅
弘
、
宮
口
定
夫
）」　
（
税

研
（
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
）
一
〇
七
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
―
二
九
頁
）

「
租
税
実
務
と
判
例
―
税
理
士
補
佐
人
講
座
の
授
業
内
容
よ
り
―
」（
東
京
税
理
士
界
（
東
京
税
理
士
会
）
五
七
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
五

頁
）

「〈
社
中
交
歓
〉
夜
長
は
嫌
い
！
」（
三
田
評
論
（
慶
應
義
塾
）
二
〇
〇
七
年
一
一
月
号
）

「
大
学
院
生
用
キ
ャ
レ
ル
の
思
い
出
」（
塾
（
慶
應
義
塾
）
二
九
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
九
頁
）

「
書
評
：
増
田
英
敏
編
著
『
租
税
法
の
解
釈
と
適
用
』」（
税
務
弘
報
（
中
央
経
済
社
）
六
六
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
一
頁
）

「
書
評
：
山
本
直
毅
著
『
課
税
所
得
の
認
識
原
理
の
研
究
』」（
税
務
弘
報
（
中
央
経
済
社
）
六
二
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
一
六
六
頁
）

「
書
評
：
増
田
英
敏
編
著
『
租
税
正
義
の
実
践
的
展
開
』」（
税
務
弘
報
（
中
央
経
済
社
）
六
二
巻
二
号
（
二
〇
二
四
年
）
一
一
二
頁
）


